
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　

10

20

JP 4004629 B2 2007.11.7

柄とヘッドとを含み、ヘッドは、一対の離隔した外側ラチス（１０）を有するモノリシ
ックで応力を受けていない穿孔構造体を含み、両外側ラチスの外面がヘッドの打撃面を構
成するとともに、両外側ラチスの内面が、外側ラチスの交錯部において内部の複数のスト
ラット（１２）によって相互連結されているバットにおいて、複数の構成要素を有する芯
ラチスを備え、それら構成要素が、前記ストラットの列から選択された一部の列のストラ
ットを含む構成になっていて、選択された列のストラットが位置する経路に沿ってヘッド
の内部を横切って延び、互いに交錯するか、ヘッドの外縁部と接合するか、または互いに
交錯しかつヘッドの外縁と接合して前記芯ラチスを形成していることを特徴とするバット
。

前記芯ラチスが、少なくとも２個の長手方向の構成要素とそれと交錯する２個の横方向
の構成要素とを含むことを特徴とする請求項１に記載のバット。

前記構成要素がヘッドの構造体に対して対称形に位置していることを特徴とする請求項
１または２に記載のバット。

前記構成要素は、外側ラチスの選択された部分に構造材料を付加することによって構成
され、選択されたストラットの両端にまたがっていることを特徴とする請求項１から３ま



【請求項５】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は遊戯用のバット（ｂａｔ）、特にパドルテニス（ｐａｄｄｌｅ　ｔｅｎｎｉｓ）
、テザーボール（ｔｅｔｈｅｒ　ｂａｌｌ）、ビーチテニスおよびテニスボール等を扱う
類似の遊戯をするためのバットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
そのようなバットの厚さは剛性の観点から重要であるが、良好な打撃感のためにバットの
質量ならびにそのバランスについて配慮すべきことが認識されている。
【０００３】
このため、柄とヘッドとを含み、該ヘッドが応力を受けていないモノリシックな穿孔構造
体（ｕｎｓｔｒｅｓｓｅｄ　ｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃ　ｐｅｒｆｏｒａｔｅｄ　ｓｔｒｕｃ
ｔｕｒｅ）を含み、一対の離隔したラチス構造体（ｌａｔｔｉｃｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
）を有しており、該ラチス構造体の２個の外面が打撃面を構成し、内面が複数の断続した
横方向のストラット（ｄｉｓｃｒｅｔｅ　ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　ｓｔｒｕｔｓ）によっ
て相互に接合されているバットを提供することが以前から提案されてきた。本明細書にお
いて、「  ラチス構造体」  （あるいはラチス）という用語は長さや幅に対して薄いラチス
すなわち格子状の構造体であって、種々の形状の一連の開口によって穿孔されている構造
体を意味するものである。本発明の特定の形態においては、前記構造体は、真っ直ぐでも
、湾曲でも、あるいはその他の形状でもよく、諸々の角度において交錯しうる交錯ラス（
ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｎｇ　ｌａｔｈｓ）からなるラチスである。
【０００４】
本発明の好適形態においては、２個の離隔したラチスが交錯するラスによって形成され、
ラスの対応する交錯部分をまたぐ断続した横方向のストラット並びに、ラチスの周囲を延
びており、それに柄が取り付けられているバットのヘッドの外側フレームすなわち縁部と
によって接合されている。
【０００５】
　更に、本発明によれば、ラチス状の打撃面の空隙のあるものはウエッブ付き（ｗｅｂｂ
ｅｄ）とすればよく、更に、交互 をウエッブ付 格子縞模様（ｃｈｅｃｋｅ
ｒｅｄ　ｐａｔｔｅｒｎ）とすることが好ましい。このバットは２個のラチスの外面が打
撃面を構成する、ダブルラチス構造と表現しうる打撃ヘッドを有している。
【０００６】
この構造によりラケットのヘッドを相対的に厚い構造とすることが可能で、打撃ヘッドの
周囲を延びる「  フレーム」  の深さすなわち幅により高度の剛性が提供される。
【０００７】
　バットの内部は内部の のストラットの他 空とされており、従って、比較的軽
量である。この構造のバットは米国特許第４４１１４２７号に されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は前述のようなダブルラチス設計のバットによって提供されるものより優れ
た剛性を有する穿孔タイプのバットを提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、一対の離隔した外側ラチスを有するモノリシックで応力のかからない打
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でのいずれか１項に記載のバット。

前記構成要素は、選択されたストラットの間に構造材料を付加することによって、スト
ラットの間の空隙がウェッブ付けされるようにして構成されていることを特徴とする請求
項４に記載のバット。

の空隙 きとして

横方向 は中
記載



撃ヘッドを組み込んだバットであって、前記外側ラチスの外面が打撃ヘッドの打撃面を構
成し、２個の外側ラチスが、この２個の外側ラチスによって被覆されかつ保護されている
第３の内側「  芯ラチス（ｃｏｒｅ　ｌａｔｔｉｃｅ）」  によって接合されているバット
が提供される。
【００１０】
本明細書において、「  芯ラチス」  という用語は、バットの打撃ヘッドをまたがりかつバ
ットの外縁部と共にそのような「  芯ラチス」  を構成する、少なくとも１個の長手方向の
構成要素と１個の横方向の構成要素とからなる構造体を含むものである。
【００１１】
しかしながら、芯ラチスという用語は、一方向のみに延びて打撃ヘッドをまたぐ構成要素
から構成され、そのため構成要素が相互に交錯することのない構造体や、１個のそのよう
な構成要素のみが打撃ヘッドを跨いでいる構造体も含みうる。
【００１２】
前記芯ラチスは、２個の外側ラチスと比較して、構成要素が比較的少ないことを特徴とす
る。
【００１３】
本発明の好適形態においては、外側ラチスは、打撃時のボールの不均一な「  弾み（ｂｏ
ｕｎｃｅ）」  を低減するために、この空隙を横切るいずれの方向から測定してもサイズ
が２５ｍｍ以上の空隙あるいは隙間を含んでいない。しかしながら芯ラチスの構成要素は
、好ましくはその構成要素間でサイズが少なくとも４０ｍｍである空隙を含んでもよい。
【００１４】
本発明の別の特徴は芯ラチスを構成する内部の構成要素のウエッブ付きの部分（ｗｅｂｂ
ｅｄ　ｓｅｃｔｉｏｎｓ）が、外側ラチスを構成する要素と比較して相対的に薄いことで
ある。
【００１５】
本発明の好適形態においては、外側ラチスを構成するラスが、遊戯中にボールをヒットし
た時の損傷に耐えるに十分な強度とするには厚さが少なくとも１．５ｍｍから２ｍｍ程度
である。しかしながら、内部の芯ラチスのウエッブ付きの部分の厚さは約０．７５ｍｍ程
度の実質的により薄いものである。
【００１６】
本発明の好適実施例においては、芯ラチスは少なくとも２個の長手方向の構成要素と２個
の横方向の構成要素とを含んでいる。
【００１７】
これらの構成要素の後者は２個の外側ラチスの交錯部（ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｏｎｓ）と
一致してもよくヘッド構造体に対して対称的に位置させることも可能である。
【００１８】
離隔した外側ラチスのその他の交錯部は断続した横方向のストラットによって接合しても
よく、前記構成要素はある列のストラットと一致することが認められ、事実前記要素は間
に接続ウエッブを備えたストラットの列から構成することが出来る。ウエッブは０．７５
ｍｍ程度でもよく、そのためバットの質量は最小に保たれる。
【００１９】
このタイプのバットの設計上の特徴の一つは２個の外側ラチスが、遊戯中にボールをヒッ
トして発生するどんな損傷にも耐えるために十分頑丈かつ強力であるように設計されてい
ることである。しかしながら、これらの外側ラチスは芯ラチスの構成要素を保護し被覆し
ており、芯ラチスは相対的に薄いものではあるもののバットに対して付加的な大きい剛性
を付与する。芯ラチスの構成要素がこのように外側ラチスによって保護されていないとす
れば、それらの相対的な薄さのためだけでなく通常比較的広く離隔しているので、直ぐに
損傷を受けて、そのため、ボールは衝撃を受けたラチスの外縁部の平面のレベルより下方
へ極めて深く侵入し、前記要素の縁部よりもむしろ側部に対して衝突するので、前記要素
に対して側方の応力を加える可能性のあるボールからの打撃によって損傷を受け易い。
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【００２０】
本発明の好適形態においては、芯ラチスはバットの中心すなわちスイートスポットにおい
て該芯ラチスの構成要素によって囲まれるゾーンを含むことにより、このゾーンにおいて
付加的な剛性と強度とを提供する。驚くべきことに、このゾーンはまた明確に区別の付く
特徴的なインパクト音を発生させることが可能であることが判明した。この中心ゾーンの
外側のバットヘッドの他の領域と比較して、ボールがこの中心領域でヒットされるとピッ
チ（ｐｉｔｃｈ）に相違があることがある。
【００２１】
そのような音のピッチは芯ラチスの構成要素によって囲まれた中央ゾーンの面積によって
変わり、同様に、ボールが中央ゾーンの外側の領域をヒットした時のインパクト音のピッ
チも、これらの外側領域における芯ラチスの構成要素（および可能なら周りの縁部（ｒｉ
ｍ））によって囲まれた面積によっても変わりうる。
【００２２】
本発明の変形は、中央ゾーンに別の構成要素を導入してこの領域を外側領域におけるゾー
ンと比較して相対的により小さいゾーンに分割して、ボールがこの領域をヒットした場合
インパクト音はピッチが相対的に高くすることである。
【００２３】
中央ゾーンを跨いでいる構成要素はバットのヘッドの全体を跨ぐのではなくて中央ゾーン
の選択された領域のみを跨ぐものである。
【００２４】
打撃面のラチスは交互にウエッブが付けられ、一方の面のウエッブが他方の面のウエッブ
に対して千鳥状（ｓｔａｇｇｅｒｅｄ）とした格子縞模様を形成することが好ましい。
【００２５】
　２個の外側ラチスを接続する内部の ストラットの間に位置した、芯ラチスの構
成要素のウエッブを付した部分に、そのようなウエッブ付き部分の中央に１個以上の孔す
なわち開口を設ければ、重量を節約しかつ前記要素の構造的な強度すなわち剛性には著し
く影響しないことが判明した。
【００２６】
そのような孔すなわち開口は、バットが成形されている間、モールドの隣接する構造体と
接触し、かつ閉鎖位置で支持する担持面を提供し、そのためバットを作る工具の寿命を延
ばすのに役立つ。
【００２７】
本発明の好適形態は芯ラチスの構成要素の各々のウエッブ付き部分の中心に１個以上の孔
すなわち開口を提供する。
【００２８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施例を添付図面を参照して以下説明する。
【００２９】
本発明のバットはウエッブ付きラチス構造の一対の離隔した打撃面１０を有している。前
記の面はウェッブが付けられた交互の空隙１１を備えたラチス構造とされてもよく、実施
例では、その結果出来た空隙が４個の長い側面と４個の短い側面とを有する八角形である
。
【００３０】
　２個の外側ラチスの内面が接合され、ラチスのそれらの交錯部は内部の のストラ
ット１２によって接合されている。
【００３１】
２個の外側ラチス１０の内部の芯ラチス１４は図１の線４―４に沿って２個の外側ラチス
の内部を延びる内部の横方向柱（ｓｐａｒｓ）１６と図１の線５―５に沿って延び、かつ
図５、図８および図９で示す長手方向柱１８とによって提供される。
【００３２】
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前記の長手方向および横方向柱の交錯がゾーン２２を画成し、該ゾーンは打撃面の中央領
域を網羅することによって、特に、通常ボールがヒットするバットの部分を強化し、特徴
的なインパクト音を発生させる。
【００３３】
図７においては、ウエッブ２０はオリフィス５０を有しているが、該オリフィスはバット
の構造強度すなわち剛性に影響を与えることなくバットの質量とコストとを節約する。こ
れらのオリフィスはまた、バットが成形されている間、モールドの隣接する構造体と接触
し、その閉鎖位置で支持する担持面を提供することにより、バットを作る工具の寿命を延
ばすことに貢献する。
【００３４】
そのようなオリフィスは１個以上設ければよいことが認められる。
【００３５】
図８においては、バットの基本骨格構造が示されており、図９においては、２個の外側ラ
チスの一部が柱１６、１８からなる芯ラチスの片側で示されている。
【００３６】
図１０においては、内側の芯ラチス１８の一部が示され、外側ラチス１０の深さｂに対す
る芯ラチスの幅ａが示されている。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるバットの平面図。
【図２】本発明によるバットの側面図。
【図３】図１の線３―３に沿った断面図。
【図４】図１の線３Ｂ－３Ｂに沿った断面図。
【図５】　３個のラチスを示すが、判り易くするために内側 ラチスと一体である個所以
外内側の の支柱を除いて示す、バットの簡素化した３次元の分解図。
【図６】本発明によるバットの破断した部分等角図。
【図７】本発明の改善を示す、図３と類似の図面。
【図８】外側の２個のラチスを除いた、内側芯ラチスを示す、バットの部分的な等角図。
【図９】２個の外側ラチスと内側芯ラチスの破断して示す構造を追加した類似の図。
【図１０】芯ラチスの特性を示すための、バットの極めて小さい部分の拡大した側断面図
。
【符号の説明】
　１０　外側ラチス
　１１　空隙
　１２　内側 支柱
　１４　芯ラチス
　１６、１８　柱
　２０　ウエッブ
　２２　打撃面の中央領域
　５０　オリフィス
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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